
１．学校の教育目標（北川副小学校グランドデザイン２０２３） 



２．本校の教育の特色 

「コミュニティ・スクール（ＣＳ）」と「教育のユニバーサルデザイン（ＵＤ）」 

○ 全校児童７３６名の大規模校である北川副小の子どもたち一人一人を笑顔輝く子どもに育てるため、「コミ

ュニティ・スクール」として、学校、家庭、地域（地域応援団および各種団体を含む地域住民全体）が一つの

チーム（「チーム北川副」）となり、連携・協力していく。 

○ 障がいのあるなしにかかわらず、誰もが学びやすい教育活動を進めるため、「教育のユニバーサルデザイ

ン（ＵＤ）」を進める。「分かりやすい授業（授業のＵＤ）」、「過ごしやすい学校や教室（生活環境の

ＵＤ）」、「居場所のある学校や学級（人的環境のＵＤ）」に取り組み、安心して学ぶことができる場に

する工夫などを充実・発展させ、笑顔輝く子どもの育成につなげていく。 

３．教育計画 

（１）本年度の教育の重点 

ア「やさしい子」豊かな心の育成 

① 「人的環境のＵＤ」による思いやりのある言葉遣いの日常化、感謝の気持ちを友達・先生・家族・地域の人

に伝える。「感謝の心をもつ」 

② 人権教育や心の教育、命を大切にする教育を基盤とした自尊感情の育成と集団づくりを行う。 

「自分を大切にする」「他者を思いやる」 

③ 「北川副流あいさつ」（立ち止まり、目を見て、お辞儀をする）を学校でも地域でも実践する。 

④ 「特別の教科 道徳」を軸に道徳的実践力の育成を図る。 

イ「かしこい子」学力の向上 

① 授業を互いに見せ合ったり、実践を交流したりする文化を築きながら、子どもが主体的に学んだり、対話的

に意見を出し合ったりする授業をつくり、思考・判断・表現力を高める。 

② 自主的な学習を奨励し、分からないところを自分から質問して分かろうとする学習の定着、家庭学習の推進

を図る。（城南豊夢学園での連携事業「豊夢ワーク週間」の年２回実施） 

③ 「授業のＵＤ」による指導方法の改善、個に応じた指導を充実させる。 

④ 読書活動の推進（年間冊数・読書５０選等の目標設定による意欲付け）、「家読」を奨励する。 

ウ「たくましい子」自分からすすんでねばり強く取り組み、体も心も大切にする子の育成 

① 「トライ＆エラー＆チア」自分から進んで挑戦し、失敗にもくじけずねばり強く取り組もうとする意識を高

めるように働きかける。また、その挑戦を応援する。 

② 生活習慣（早寝・早起き・朝ごはん）の徹底、家庭生活チェックによる生活リズムを把握する。（年２回の

「豊夢ワーク週間」に合わせた生活習慣チェック） 

③ 給食指導や食に関する指導の充実による健康な身体づくりを推進する。 

④ テレビやゲーム、スマートフォン、ＳＮＳのルール作りについて家庭と連携を図る。 

エ「市民性」の育成 

① 城南豊夢学園・北川副小学校学校運営協議会の取組と地域活動への参画を核にした郷土愛を育成する。 

② 全学年で地域学習や地域人材を活用した授業に取り組み、生きた体験学習を実施する。 

③ 家庭を巻き込んだ地域行事への積極的参加と、学校行事と地域行事の連携・協働を推進する。 

④ 子どもの主体的・自治的な活動を目指した特別活動、総合的な学習の時間の充実を図る。 

⑤ あらゆる災害の危機から身を守る防災教育の推進、危機における対応について地域・保護者と連携をする。 

 



オ「教育のユニバーサルデザイン（ＵＤ）」の推進と特別支援教育の充実 

① 「授業のＵＤ」「生活環境のＵＤ」「人的環境のＵＤ」の推進と、子ども・保護者・地域住民への「ＵＤ教

育」の浸透を図る。（集会や研修会、講演会等での啓発） 

② 特別支援教育を中心に据えた学級づくりと支援体制の強化を推進する。 

③ 配慮を要する子どもの共通理解と指導のための子ども支援会議の充実、外部機関との連携を推進する。 

④ 特別支援学級支援のための組織的な支援体制の構築を図る。 

 

（２）佐賀市の特色ある取組について 

①幼保こ・小・中連携の取組 

【幼保こ・小連携】 

○ ｢生活の基盤づくり」・「学習の基盤づくり」・「希望をもった就学」という三つの視点で取り組む。 

○ 「生活の基盤づくり」として 

 「わくわく」の７つの基本的な生活習慣より、「あいさつをする、持ち物の整理・整とんをする、時間

を守る、マナーを守って給食を食べる」に焦点化し、取り組む。 

○ 「学習の基盤づくり」として 

 「集まる場」を組み込んだ学習形態、「遊びの要素」を取り入れた学習活動、「基本的な学習習慣」を組

み込んだ学習内容、「柔軟な学習時間」の設定など、つながりを生かしながら、１年生の４・５月にお

ける接続期の指導を行う。 

 絵本の読み聞かせを積極的に導入し、読書習慣を定着させる。 

○ 「希望をもった就学」として 

 年度当初に、各幼稚園、保育所等の担任と連絡を取り、子ども理解に努める。 

 子ども理解・各園等の指導方針理解のために、教職員の保育参観や連絡会を開催する。 

 学校理解のために、「１日体験入学」、年２回のフリー参観日を利用した「新入学児保護者授業参観」

を実施する。 

 学校の主催する体育的行事、文化的行事への招待を推奨する。 

○ 特別な配慮が必要な子どもに関しては、園等を訪問したり、電話連絡をしたりして、継続的かつ緊密な

情報交換を行う。 

 コロナウィルス感染対策としてのリモートでの実施や、その他防止対策を行っての短時間で工夫した

取組が行えるように計画を立てていく。 

【小・中連携】 

○ 「夢と希望にあふれる進学を実現する」「学ぶ意欲を育てる」「豊かな心を育む」という３つの視点で取り組む。 

○ 職員相互の授業参観、行事、研修会へ参加する。 

○ 学級担任・養護教諭を中心とした連絡会を実施する。 

○ グループローラー作戦の個人記録票の引き継ぎを行う。 

○ 中学校授業体験、部活動見学会、クリーン作戦を開催する。 

○ 城南豊夢学園に関する研修を実施する。 

②「いじめ・いのちを考える日」の取組  

○ 「佐賀市いじめ・いのちを考える日」に基づき、リモート動画等を使って児童達にいじめに命について

考えさせる。また、月１回「ぽかぽか・にこにこアンケート」で子どもの実態を把握・共有化し、未然防



止と早期発見、早期解決の取組を徹底する。また、結果を特別の教科道徳の授業や学級活動に活用して、

いじめ根絶を目指すとともに、命についても考えさせる取組を行う。 

○ 毎学期始めに「いじめ追放レインボー作戦」を全校集会で宣言する。「レインボー作戦」を通し、具体的

な行動目標について子どもに周知させ、子どもの意識を高める。 

○ 人権教室で、「いじめ根絶・命の大切さ」について提案し、児童の実態に合った学習内容に取り組み、子

どもの意識を高める。 

③市民性を育む取組 

○ 学校運営協議会と連携し、地域との積極的なかかわりを仕組み、市民性を育む。 

○ 地域連携担当者を中心に学校応援団との体験活動計画を立て、地域の方をゲストに招いた授業や行事参

加を積極的に行い、地域連携教育を推進する。 

○ 地域社会の一員としての意識をもたせるため、「ふれあい夏まつり」「ふれあい冬まつり」「桜まつり」や

「校区民文化祭」などの地域行事に学校や学年、学級で積極的に参加するとともに、ボランティア活動

への参加を促す。 

○ 小４、小６で佐賀市が企画する「ふるさと学習」を活用し、佐賀市のよさを学ぶ体験学習や見学学習を

取り入れる。 

○ 生活科や総合的な学習の時間、社会科など教科の時間を使い、地域人材を活用した体験活動や地域主催

の社会体験活動、学校と地域がタイアップした福祉体験活動等を核とした学習を進める。 

 

（３）指導の重点７項目 

①「いのち」を守る教育の充実（安心・安全な学校づくり）  

○ 北川副まちづくり協議会と協働し、地区児童会や学級指導など様々な場面で「北川副校区こどもの安全・

防災マップ」の有効活用を図る。 

○ 青少年健全育成会の中から組織した「見守り隊」と連携を図り、入学直後の一年生の下校時には一緒に

下校してもらい、下校の安全性を保障する。 

○ 学校内外での安全のため、自分の身は自分で守る方法を指導すると共に、保護者や地域の協力を得る。 

○ 不審者等から身を守る方法を日頃より十分指導し、安全確保のため学年一斉下校を推進していく。声か

け事案等が起きた場合は、家庭、地域に迅速に情報を発信する。 

○ 火災･地震･水難・不審者対応避難訓練を実施し、全児童と全職員の危機管理意識を高めるとともに、命

を守ることの大切さを心に刻ませる。 

○ Ｑ－Ｕテストを実施し、児童の孤立化のサインや学級の雰囲気を常に把握する。また、保護者との連携

を密にする。 

○ 地区児童会を実施し、通学路の危険な個所について把握し、児童間で情報を共有させる。 

○ 大雨等の事由で児童一人一人の下校が危険な場合は、地区別の下校を実施する。その際には、職員が下校に

付き添うと共に、地域住民にも協力を打診し、地域全体で児童を見守る。また、災害の程度により、保護者引き渡

しによる下校を実施し、より安全に下校できるようにする。 

○ 学校教育全体を通して行う道徳教育と、特別の教科道徳の授業の充実を図ることで、命を大切にすることへの思

いや考え方を育てる。 

②主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善（学力向上）SDGs４ 



○ 焦点化、視覚化、共有化という UD の視点から、児童が考えを深めたり広げたりできるような手立てを考えて、

日々の授業で実践していく。 

○ 校内研究の授業公開・参観を実施して、「授業を互いに見せ合う文化」「率直に対話する風土」を築きな

がら同僚性を高め、授業づくりにおける知識・技能を共有し質の向上を図る。 

○ 全国学力・学習状況調査、佐賀県小・中学校学習状況調査の結果を分析し、学校全体で課題を共有して

具体的な取組を考え、実施していく。 

③特別支援教育の充実 SDGs１０ 

○ 特別支援学級が９学級あることや、児童数が増加傾向にあることを鑑み、特別支援教育について、より

理解を深められるような研修の実施や、職員の協力体制の構築を進めていく。 

○ どの児童にも分かりやすく集中できる学習環境にするために、「授業の UD」、「生活環境の UD」を進める。

学習環境や生活面でのルールは全校で統一し、一貫した指導を心がける。 

○ 月１回の全職員での子ども支援会議・学校生活支援員や別室対応支援員とのランチミーティング、年２

回の通級指導教室相談会等で、学習面や行動面などに配慮を要する児童のつまずきや課題を早期に把握

することに努める。 

○ 個別に支援を要する児童については、各担任から特別支援教育コーディネーターに相談をし、必要に応

じて校内教育支援委員会を開催し、個々のケースに応じて、配慮することや学習形態、学習場所等の共

通理解を図る。また、必要に応じて、保護者面談や各種検査の実施、巡回相談・SC等の専門家への相談、

医療機関の受診を勧め、連携を図る。 

○ アセスメントや専門家のアドバイスを基に、個別の支援計画や個別の指導計画を作成する。また、定期

的に見直しを行い、児童に合った支援を探っていく。作成した計画は児童理解と適切な支援・次年度へ

の引継ぎに役立て、移行をスムーズに行うようにする。 

○ 遠足・体育大会・卒業式等の学校行事前には、支援体制を確立し、全職員で共通理解する場を設ける。 

○ 新入学児童保護者説明会や人権教室等を利用し、特別支援教育についての啓蒙に努める。 

○ 長期休業を利用し、個別の支援や指導の対象児についての情報共有会を開く。（特別支援学級担任と交流

学級担任、学校生活支援員、特別支援学級支援員、別室対応支援員らが参加する。）また、児童理解や具

体的な支援の方法について研修に努める。 

④生徒指導の充実  

○ 本校の伝統である「北川副流あいさつ（立ち止まって、相手の目を見て、おじぎをして挨拶する）」に「進

んで」という要素を加えて、よりよい挨拶を推進させ、挨拶による心の交流やコミュニケーション力の

向上を図る。また、相手や場所などに応じて対応できる判断力を養う。 

○ 登校観察や出席確認で家庭との連携を充実させ、不登校児童の減少に努める。 

○ 「出番」・「役割」・「承認」をキーワードに、特別活動と連携しながら、生徒指導としての教育的機能に視

点を当てた授業づくりを推進する。 

○ 問題発生時には危機管理マニュアルにのっとり、報告、連絡、相談を密にし、迅速な対応にあたる。 

○ いじめやけんかのない学校を目指すため、定期的ないじめに関するアンケートを計画的に実施し、いじ

めの根絶に努め、いじめ・体罰防止推進委員会を通していじめの防止等に関する措置を実効的に行う。 

○ コミュニティ・スクールとして、北川副まちづくり協議会と連携し、地域によるまなざし運動で児童た

ちを見守る体制を維持・推進する。 

○ 生活指導として以下の５つを徹底する。 

 人間としての生き方を学ばせ、生きる力を養うために、規範意識、行動様式をきちんと身に付けさせ



ていく。 

 指導目標を絞り、年間を通した重点的な指導をする。（あいさつ・きまりや時間を守る・言葉遣い） 

 基本的生活習慣育成のため家庭との連携による指導をする。（早寝・早起き・朝ごはん） 

 校内、校外それぞれの生活のきまりをつくり、社会における適切な行動を意識して生活させる。 

 校則等については、年度初めに「北川副小のきまり」を全児童に配付し、その周知を図る。また、学校

生活の様子を各種通信やホームページ等で知らせたり、児童保護者アンケートを実施したりして常に

その改善にあたっていくことができるようにする。 

○ 指導・相談体制として、以下の５つを充実させる。 

 毎月、子ども支援会議を設定し、支援が必要な児童の情報を全職員で共有する機会を設けると共に、

問題行動や全校の気になる様子についても共有し、手立てを考案する。 

 問題行動を未然に防ぐために報告・連絡・相談の徹底を図る。 

 個別のケース会議を開催し、担任一人だけの問題にせず共通理解のもとに全職員で取り組む。 

 問題行動が起きた場合は、即座に誠意ある対応をする。家庭訪問等の保護者との直接面談と本人に対

する指導の徹底を図る。また、スクールカウンセラーや専門機関と連携したケース会議を立ち上げ、

指導助言を受ける。 

 学校生活支援員や特別支援学級支援員、別室対応支援員と協力して、支援が必要な児童の対応をして

いく。 

○ 携帯電話やスマートフォン、インターネットにつながるゲーム機等の取扱いについては、佐賀市ＰＴＡ

協議会・佐賀市教育委員会の方針を基に、家庭、地域と連携協働した取組を進める。また、SNSによるネ

ットトラブルに巻き込まれないよう情報モラル教育の充実を図る。 

⑤人権・同和教育の充実 SDGs５・１０ 

○ 日常の教育実践を通して、自他ともに人権尊重の自覚を徹底させ、差別を見抜き、差別を許さない判断

力と実践力を養う。 

○ 人権・同和教育は、道徳を中心として、他教科・領域など全教育活動の中で行っていく。 

○ 人権学習の内容を組み込んだ道徳の授業を計画的に行う。 

○ 人権教室・人権集会を定期的に実施し、人権意識を高め、実践力を養う。 

○ 「心とからだのぽかぽか・にこにこアンケート」を実施し、児童の実態を把握・共有化して、結果を道徳

や学級活動に活用する。 

○ 特別支援教育、教育相談、生徒指導と連携した児童支援体制の充実を図る。 

○ 特別支援学級と通常学級の交流を積極的に行い、児童相互の理解を図り、支持的風土づくりに取り組む。 

○ 人権・同和教育に関する職員研修を実施し、教職員の人権感覚を磨く。 

○ ＰＴＡや学校応援団、公民館等と連携し、地域一体となって実践を行っていく。 

○ 性同一性障害や「性的マイノリティ」に関する職員研修を実施し、教職員の理解を深める。 

○ 人権教室等で性同一性障害や「性的マイノリティ」を取り上げ、児童の正しい理解を促進し、差別を許さな

い態度と実践的な行動力を育成する。 

⑥グローバル時代に対応する外国語教育の充実 SDGs１６ 

○ 小中高の外国語教育の系統性を考えながら、言語活動を通して、コミュニケーションの素地・基礎とな

る資質・能力を育成する。そのために、単元作りの工夫や「リアルコミュニケーション」を目指した授業

づくりを行う。授業づくりには、職員がチームとして取り組み、教材などを共有化していく。 

○ 教師と ALT の協働による授業づくり、効果的なチーム・ティーチングを取り入れ、英語によるコミュニ



ケーション中心の授業を行う。 

○ 他教科と連携しながら、SDGｓについて学び、児童一人一人が、自分たちができることについて考える機

会をもつ。 

○ 外国籍の児童もいるため、背景にある文化に対する理解を深め、他者に配慮した教育を行う。 

⑦情報教育の充実 SDGs４ 

○ ＩＣＴ機器の効果的な活用方法を探り、積極的に活用していく中で分かりやすい授業を展開する。また、

情報モラル教育が充実されるよう他教科と関連付けて指導を行う。 

○ 情報教育推進リーダー及びＩＣＴ支援員を中心に、ＩＣＴ機器の効果的な活用方法とプログラミング教

育に関する研修会を行う。 

○ タブレット PCの活用を図り、活用しやすいように整備、研修等を行う。 

○ 情報モラル年間指導計画を基に、情報モラル教育を行い、発達段階に応じて計画的に指導を行う。 

○ プログラミング教育年間指導計画をもとに、各学年の教科等の中で、計画的に指導を行う。 

 

（４）各教科等 
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国 

 

語 

○ 言葉による見方・考え方を働かせ、言語活動を通して、国語で正確に理解し適切に

表現する資質・能力を育成することを目指す。 

 文章に書かれていることを正確に理解する力を身に付けるために、語彙の学習を充

実させる。 

 考えを適切に表現する力を身に付けるために、授業の中で話し合いや作文などの言

語活動を設定する。 

 相手に応じた言葉遣いをするなどの言語感覚を身に付けるために、各学年で様々な

言語表現に触れる学習を設定する。 

社 

 

会 

○ 社会的な見方・考え方を働かせ、課題を追求した理解決したりする活動を通して、グ

ローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に

必要な公民としての資質・能力の基礎を育成することを目指す。 

 社会的な課題を自ら見出し、主体的に追求し、よりよい思考力・判断力を育成できる

ように導入を工夫したり、話し合い活動の充実を図ったりする。 

 地域や社会における人的・物的資源の積極的、効果的な活用を進め、社会認識を一層

進めることができるようにする。 

 SDGs との関連を図ることができるように単元づくりを工夫し、よりよい国家・社会

の形成者としての資質を育成することをねらう。 

算 

 

数 

○ 数学的な見方・考え方を働かせ、数学的活動を通して、数学的に考える資質・能力を

育成することを目指す。 

 思考・判断・表現力を高めるために、学び合い活動に慣れさせ、話型、説明の仕方や

話し方・聞き方の指導、ノートの指導などを全学年で共通して行い、自分の考えをも

つことや伝える活動の充実を図る。 

 数学的な表現力を高めるために、文章や図形などで表現させる取組をする。 

 授業開始時に復習の時間を設けるなどの工夫をし、算数科の基礎的・基本的な知識・

技能の確実な習得を図る。 



理 

 

科 

○ 自然に親しみ、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもって観察、実験を行うこと

などを通して、自然の事物・現象についての問題を科学的に解決するために必要な資

質・能力を育成する。 

 植物の栽培や動物の飼育という体験活動を通して、自然を愛する心情を養う。 

 観察・実験を行う機会を充実させ、実験器具の名前や使用方法、使用目的を児童に正

しく理解させる。 

生 

 

活 

○ 具体的な活動や体験を通して、身近な生活に関わる見方・考え方を生かし、自立

し生活を豊かにしていくための資質・能力を育成することを目指す。 

 地域の特徴を生かしながら、児童の思いや願いをもとに、学校探検や町探検など

の活動を行う。また、花や野菜の栽培を通し、身近な自然や自分の周りの人々と

の関わりについて気付き、表現しようとする態度を養う。 

図 

 

工 

○ 表現及び鑑賞の活動を通して、造形的な見方・考え方を働かせ、生活や社会の中の形

や色などと豊かに関わる資質・能力を育成することを目指す。 

 様々な色や形、素材を選んだり、試したりさせながら、豊かな発想や多様な表現を創

造し表現できるようにする。 

 完成作品を展示し、日頃の学校生活の中で、自分や友だち、他学年の表現の良さを、

身近に鑑賞できるようにする。 

音 

 

楽 

○ 表現及び鑑賞の活動を通して、音楽的な見方・考え方を働かせ、生活や社会の中の音

や音楽と豊かに関わる資質・能力の育成を目指す。 

 曲想と音楽の構造などについて、体を動かす活動や音楽遊びを含むような学習過程

を取り入れ、音楽に対する感性を働かせて感じ取らせ、理解させていく。 

 音や音楽、言葉によるコミュニケーションを図り、言語活動を適切に位置付け、音楽

表現を工夫することや、音楽を味わって聴くことができるようにする。 

体 

 

育 

○ 体育や保健の見方・考え方を働かせ、課題を見付け、その解決に向けた学習過程を通

して、心と体を一体として捉え、生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなスポ

ーツライフを実現するための資質・能力を育成することを目指す。 

 ワークシート等を用い、「めあて」「見通し」「ふりかえり」の手順で、運動の行い方

及び身近な生活における健康・安全について理解を深めるようにする。 

 自己の課題を見付ける機会を設け、その解決方法を見付けさせる。複数の解決方法を

試し、その妥当性を自ら見付けていくようにする。 

 中間指導を行うことで、学習の見通しをもち直し、更なる技能の向上を目指すきっか

け作りを行っていく。 

 振り返りの時間を設け、次回の課題を見付けたり、他の単元に生かしたりしていこう

と考えられるようにする。 

家 

 

庭 

○ 生活の営みに係る見方・考え方を働かせ、衣食住などに関する実践的・体験的な活動

を通して、生活をよりよくしようと工夫する資質・能力を育成することを目指す。 

 自ら家庭生活にかかわる問題を見出し、実践を通しながら解決方法を考え、評価・改

善していく中で、課題解決能力を培っていく。 

 衣食住に関わる実践的・体験的な活動を通し、自ら工夫して生活をよりよくしていこ

うとする資質・能力を養う。 



外 

 

国 

 

語 

 

○ 外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ、外国語による聞く

こと、読むこと、話すこと、書くことの言語活動を通じて、コミュニケーションを図

る基礎となる資質・能力を育成することを目指す。 

 教科書を児童や学校の実態に合わせてアレンジし、児童の興味・関心に即して、単元

作りを工夫する。 

 相手意識・目的意識をもたせ、相手・他者に配慮した「リアルコミュニケーション」

を実践していく。 

 佐賀市から出されている単元計画やルーブリックシートを活用し、自己評価、相互評

価を行う。 

 

特別の 

教科 

道徳 

○ よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため、道徳的諸価値についての理解を基

に、自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方についての考えを深め

る学習を通して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育てる。 

 体験的で実生活に根差し、児童の心に深く浸透していくような授業を構築していくと共

に、全教育活動の中で行っていく。 

 考え、議論する「特別の教科 道徳」への転換により児童の道徳性を育むよう、問題解

決的な学習や体験的な学習、外部人材を活用した取組等、多様な学習の場や方法を工夫

する。 

 授業参観の折に「ふれあい道徳」の授業公開をすることで、保護者や地域住民に学校の

取組を積極的に示し、保護者や地域社会と一体となった児童の道徳性、社会性の育成に

努める。 

 児童の実態や地域の課題に応じた実践を行い、｢命｣にかかわる指導を保護者や地域ボラ

ンティア等に依頼し、児童に｢命｣の大切さを実感させる場とする。 

 いじめ問題への対応の充実や発達段階をより一層踏まえた体系的な指導や情報モラル教

育の充実を図る。 

外国語 

活動の 

時 間 

(3、4年生) 

○ 外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ、外国語による聞くこと、

話すことの言語活動を通じて、コミュニケーションを図る素地となる資質・能力を育成す

ることを目指す。 

 教材「Let’s Try！」を児童や学校の実態に合わせてアレンジし、児童の興味・関心に即

して、必然性のある単元作りを工夫する。 

 相手意識・目的意識をもたせ、相手に配慮した「リアルコミュニケーション」を実践する。 

 通知表などで、年に 1回以上、文章記述による評価を、保護者に伝える。 

総合的な 

 

学習の 

 

時 間 

○ 探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課

題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成することを目指す。 

 人と人とのつながりを大切にし、感謝の心や郷土を愛する心情を高める総合的な学習の時

間を展開する。 

 地域の人々や自然・文化についての理解を深め、地域と自分たちの生活が密接にかかわっ

ていることに気付き、北川副校区の一員であることが自覚できるような活動計画を立て

る。 

 校区内の「人・もの・こと」と関連を図りながら、「地域とふれあう」をテーマに各学年の

発達段階に応じて地域での体験や地域行事への関わりを取り入れた学習を進める。 

 学校応援団の方をゲストティーチャーに招いた活動を展開し、意見交流をし、地域の人々

のくらしや伝統、文化についての理解を深め、郷土を愛する心情を培う。 



 日頃お世話になっているゲストティーチャーに感謝の気持ちを表す機会を設けたり、他学

年に対して調査した内容を報告する発表会等を実施したりする機会を設定することで、情

報の収集力・発信力を伸ばす。 

 各学年の活動とＳＤＧｓの各観点を関連させた指導を計画的に取り込むことで、地産地消

や人権保護等の持続可能社会を目指した取組について考えさせる。 

特別活動 

(学級活動) 

○ 集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ、様々な集団活動に自主的、実践的に

取り組み、互いのよさや可能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を解決すること

を通して、資質・能力を育成することを目指す。 

 「特別活動の全体構想」にもとづき、各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間と

の関連を図り、目標をより効果的に達成できるようにする。 

 「出番」・「役割」・「承認」をキーワードに、生徒指導と関連させながら活動を行う。 

１ 学級活動 

◯学級や学校における生活づくりへの参画 

ア 学級や学校における生活上の諸問題の解決 

イ 学級内の組織づくりや役割の自覚 

ウ 学校における多様な集団の生活の向上 

◯日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康管理 

ア 基本的な生活習慣の形成 

イ よりよい人間関係の形成 

ウ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成 

エ 食育の観点をふまえた学校給食と望ましい食習慣の形成 

◯一人一人のキャリア形成と自己実現 

ア 現在や将来に希望や目標をもって生きる意欲や態度の形成 

   イ 社会参画の助成や働くことの意義の理解 

 ウ 主体的な学習態度の形成と学校図書館等の活用 

２ 児童会活動 

◯児童集会や委員会活動では、児童が自主的に計画・実践していくことができるように支

援をする。 

○児童集会は、必要に応じてリモートで行い、全校児童が参加できるような場を整える。 

◯異学年との交流を目指し、時間や場所を配慮した上で、ペア学年での活動である「なか

よし活動」を実施する。共に認め合い、高め合うことのできる集団作りに取り組む。 

３ クラブ活動 

◯学校応援団の方々に指導を受け、地域社会とのふれあいを大切にしていく。 

◯児童が自主的に計画・実践していくことができるように支援する。 

４ 学校行事 

◯コミュニティ・スクールの特徴を生かし、勤労の尊さや社会奉仕の精神を涵養する体験

が得られるような活動を行う。（地域行事などでの体験活動を重視したボランティア、城

南豊夢学園クリーン作戦等） 

◯児童たちの地域行事への参加を積極的に促し、郷土の一員としての責任感や社会性の醸

成を図る。 

ｷｬﾘｱ教育 
○ 将来、社会的・職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き

方を実現するための力を育成するために、学校全体の教育活動全体を通じて行う。 



SDGs８ 
○ コミュニティ・スクールとして地域の人材活用を促進し、子どもたちが、多くの大人と関

わる様々な場や機会を積極的に設けていく。 

○ 子どもの将来の夢と絡めながら、職業に関する体験活動等の計画を立てていく。  

○ 職業や仕事についての具体的・現実的理解の促進、勤労観、職業観の形成等の体験活動等

を積極的に取り組んでいく。 それが一過性の行事にならないよう、事前事後の指導など、

周到な準備と計画のもとに実施する。（保護者の勤務先訪問、栽培収穫、地域の施設訪問、

清掃活動などの勤労、仲間のよさ見付けなど） 

○ 自らの学習状況やキャリア形成を見通したり振り返ったりしながら、自身の変容や成長を

自己評価できるようにし、自己実現につなぐためのツールとして、キャリアパスポートを

作成する。小学校から高校まで使用するため、保管をする。 

環境教育 

SDGs７ 

SDGs12 

○ 学校版環境 ISO の認定を受け、４つの行動目標を周知し、児童が日々意識して行動できるように

委員会や学級の係活動などを中心に全校で取り組む。 

○ 委員会が中心となり「ペットボトルキャップ集め」「エコチェック」の取組を進め、児童が主体的に環

境活動に関わろうとする態度を養い、持続可能な社会づくりに対する意識の高揚を目指す。 

○ 委員会活動を中心とした持続可能社会へ向けた取組の推進を行っていく。 

読書指導 

○ 年度初めのオリエンテーションを確実に行い、図書館でのマナーの徹底を図ると共に読

書の奨励を図る。過密を避けるために、学年ごとの貸し出し時間帯を設定する。 

○ 全校的に読書活動の推進に取り組む 

○ 各学年に合った「読書５０選」への取組を奨励する。図書館便りを毎月発行し、新書や

多読者の紹介を行い、学校図書読書１００冊・２００冊を達成した児童の表彰を行う。 

○ 職員や読書クラブからの「おすすめの本」紹介コーナーを設けて、読書への意欲を高め

る。 

○ 地域ボランティア「メタセコイアの木」による読み聞かせや、6年生や読書クラブによる

1年生への読み聞かせなどを実施し、いろいろな本に出会い、親しむことのできる機会を

増やす。 

○ 各教科や総合的な学習における調べ学習の際には、各学校図書館や市立図書館との「相

互貸借制度」を利用し、児童のニーズにできるだけ添えるようにする。 

○ 豊夢ワーク週間や週末の宿題に読書を取り入れ、「家読」を奨励する。 

食に関する

教育

SDGs２ 

○ 年２回「早寝・早起き・朝ごはん」実践カードを記入させ、生活習慣や朝食摂取について

児童の実態を把握する。 

○ 食に関する年間計画に基づいた指導を行うことで、給食の時間を中心とした指導と教科等

における指導を関連させながら学校教育活動全体として取り組む。 

○ 担任と栄養教諭との連携により、児童が自ら健全な食生活を実践する意欲が高まるような

指導を行う。 

○ 給食に出てくる地元食材を積極的に紹介し、地産地消を通した持続可能社会について考え

るようにさせていく。 

 

 

 

教育課題へ

の対応 

 

(1)教師力・組織力の育成・向上 

○ 教師力の向上 

 学習のめあてを明確にした「分かる授業」、話し合い活動での交流を取り入れた「主体的・

対話的な学び」づくりに努め、教科指導力を磨く。 

 言語能力やＩＣＴ利活用能力を育成するための校内研究を計画的に行い、指導力を上げ

る。 



 

 

○ 組織力の発揮 

 ５者会（校長・教頭・事務長・主幹教諭・指導教諭）を毎週月曜日の午前中に実施し、学

校運営に関する様々な課題について協議したり、計画・立案したりして課題解決につなげ

る。 

 校務分掌組織としての４部会（「学び」部・「暮らし」部・「心豊か」部・「すこやか」部）

を、部会長を中心に計画・立案・実施・評価をさせ、効果的に機能させる。 

 ４部長会や学年主任会を定期的に開催し、各部の運営や職員会議議題、各学年の課題等に

ついて協議するとともに、中堅・若手を登用した部会長、学年主任をミドルリーダーとし

て育成し、部会や学年の活動を活性化させる。 

 校内ミニ研修会を月に１回程度開催し、資質や能力の向上を図ったり、悩み等の相談に乗

ったりする。 

(2)特別支援教育、人権・同和教育、道徳教育等の充実 

○ 特別支援教育の充実 

 特別支援学級に在籍する児童だけでなく、通常学級に在籍する配慮を要する児童も含め

て、その状況について学校生活支援員及び特別支援学級支援員等を含めた全職員で共通理解

を図り、組織的に対応するための校内支援体制を確立するため、ケース会議や児童支援会

議を充実させる。また、全校での授業のユニバーサルデザイン（ＵＤ）に取り組んでいく。 

 個別の支援計画や指導計画を作成し、自立活動の時間における指導を中心とした、児童の

実態に応じた自立活動を展開して、特別支援コーディネーターを中心に生徒指導部・教育

相談部と連携していくと共に、教育委員会、福祉機関等や特別支援学校、医療機関等の外

部機関とも連携を図り、児童支援を充実させる。 

○ いじめや不登校等に関する取組の充実 

○ 悩み事やいじめに関する「心とからだのぽかぽか・にこにこアンケート」を月 1回実施し

たり、Ｑ－Ｕテストを活用したりして実態把握に努め、いじめを許さない学級経営に努め

させる。 

○ 登校しぶりや問題行動、ＤＶや貧困等の家庭問題など、児童が抱える諸課題を全職員で共

有し、組織的に対応できるよう校内支援体制の強化を図る。要支援家庭について、子ども

家庭課との連携を密にする。 

○ 「教育相談週間」を設定し、全学級で担任と児童が、自分の悩みや考えについて一人一人

と話し合えるようにする。 

○ 人権・同和教育、命の教育の充実 

 人権教育や心の教育、命を大切にする教育を基盤とした自尊感情の育成と集団づくりを推

進するため、道徳や特別活動を中心とした人権・同和教育の授業実践を積極的に行う。 

 「ふれあい道徳」での授業参観や地域人材による「命の授業」等を通して家庭や地域にも

情報発信し、命の教育を推進する。 

 人への思いやりや自他を大切にする心、よさを認め合う心などを育てるため、グループエ

ンカウンター、ソーシャルスキルなどの研修や授業実践に取り組む。 

(3)家庭・地域との連携強化 

○ 家庭・地域の教育力の向上 

 「北川副民生・児童委員」と連携した児童の見守り活動、地域応援団による様々な教育支

援など、家庭や地域と一体となった児童の支援活動を積極的に進めていく。 

 総合的な学習の時間を中心に地域学習を行うとともに、各学年の様々な教科で地域人材を



積極的に活用し、児童たちに生きた体験をさせる。 

 保護者や地域住民の信頼を得るために、地域とともにある学校づくりを進め、学校情報を

積極的に公開するとともに、学校と地域とが連携した行事や活動にも積極的に取り組む。 

○ 小中・小小連携の取組 

 ９年間を見通した学習習慣や生活習慣の定着や学力の向上をめざして、「城南豊夢学園」の

小中学校間の連携体制を充実させるための取組を、年間計画を立て計画的に実施する。 

 中学校への接続をスムーズに行うため、小中間や小小間の交流活動、出前授業、授業参観

などに取り組む。 

(4)その他 

○ ＳＤＧｓについての共通理解や取組を全職員で行っていくとともに、学習計画の中にも明

示するようにしていく。 

 


